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照屋刻大:アメリカにおける「学区を基盤にした学校改善」の考え方と実践

とし 1う教育委員会と首長の問の意思決定をめぐる権限構造の変容も不可避である。

今次の改正をめぐっては、とりわけ一般行政からの独立、レイマンコントローノレといった戦後

地方教育行政の根幹をなしてきた教育委員会制度の基本原理に関わった論議、どちらかと言えば

改正について否定的な受け止めを持つ論調が優勢で、あるように見受けられる。しかし、今述べた

ような地方教育行政をめぐるガパナンスの構造を踏まえるならば、そのような変容を制度約前提

として受け止めた上で、教育改革や学校改善を実質的に推進していく教育長をはじめとする教育

委員会事務局の専門性やリーダーシップを充実させていくために必要な要件について議論するこ

ともまた重要な課題ではなし¥か8。学校改善に有用な「支援」とは何か それを可能にする教育

委員会の役割やリーダーシップの検証は喫緊の誹品Eなのである 90

本研究では、以上の問題を、永岡!慣がアメリカにおける地方教育行政の実態から理論化した「地

域学校経営」の考え方に引き付けながら検討することを試みる。永岡は、アメリカにおける学校

経営が、 schooladministrationという日本における教育行政と学校経営を統合した概念 I0であ

ることに着目しながら、「学校の経営管理が、いわば地域を全体として有機的に把える地域宇オ交経

営管理 (communityschool administration)J としづ実態があることを踏まえて、教委を中心と

した地域の各学校(複数の学校)を経営対象単位とした経営管理の計画・展開を意味する「地域

学校経営Jとしづ学校経営論を提起した 110 学校と教育行政機関とを射程にした研究には、「地

域学校経営論」の他にも、「学校土行政端末組織論」、「単一学校経営論」、「学校自治論」等 I2が

あるが、「地域学校経営論」の際たる特徴は、経営主体である地方教育委員会が個別学校の経営の

効果を拡充していくために、「教委と学校、学校と学校の連携と協力を実現」し、「教委と学校あ

るいは学校相互間のパートナーシッフOを増大していく」ことを重視する点にある。先に述べた現

在の地方教育行政のガバナンス構造をめぐる動向を鑑みた時、永岡による次のような指摘とこの

ような問題意識を前提にした地域学校経営の理論や実践上の課題の解明は、益々重要な意味を持

っと考える。

「本来、教育委員会はその教育的、制度的目的と精神において学校教育について言うなら、改め

て指摘するまでもなく、それと不可分の関係にあり、教育経営の責任機関としての役割使命を担

っている。 ・・(中11搭) ーところが教育委員会の活動と機能が、総体的に形骸化したり、活力を失

ったりしているところがみられ、本来の機能が必ずしも十分に果たされていない教委もある。そ

のような状況を脱却していくことが、いま教育委員会に求められている。そのためには教委の専

門的指導性を充実することと、組織機構の改善が図られる必要があるJ1 3 (傍点は引用者)

そこで木研究は、近年のアメリカにおける地方学区を基盤にした学校改善の考え方と実践に着

目しながら、「地域学校経営」実現に向けた実践的示唆、とりわけ専門的指導性の内実について明

らかにする。まず、第二節では、アメりカにおける近年の教育改革の基調とそれに連動するよう
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な教育アカウンタピリティ制度見直しの動向に着目し、その特徴について明らかにする。第三節

では、「効果的な学区」論 (effectivedistrict research) の発展過程についてレビューし、研

究上aし¥かにして学区が学校改善の場、または主体として注目されるようになったのかを検討するO

第四節では、学校改善を支援する学区のリーダーシップを明確にするために、学区を対象とした

アクレディテーション基準の分析を行う。これにより、学校改善に向けて学区が果たすべき専門

的指導性の内容を碑認する。第五節では、以上を踏まえて、学校改善に有用な地方教育行政によ

る支援、教育委員会事務局の役割、リーダーシップについて考察する。

2. アメリカ教育改革をめぐる基調の変容

(1)教育改革の f価値」をめぐる変化

アメリカでは 1983年の『危機に立つ国家 (Nationat Risk)jの刊行以来、児童生徒の学習到

達度を向上させようとする政策に一貫して取り組んでおり、これらの政策はし¥わば超党派的課題

といってもよい。ただし、この間に採用された政策の特徴に基づいて、教育改革の「波」として

区別できることは周知のとおりである 140 まず、『危機に立つ罰家』以降の 1980年代前半を中心

に展開した「第一の波」と呼ばれる教育改革は、生徒のパフォーマンス(すなわち学力)と教職

の改善という目標を効率よく達成するために、州、|の規制を強化するというトップダウン型の特徴

を持つ改革として理解されている。また「第二の波」と呼ばれる、 1980年代後半の教育改革では、

分権化 (decentralization)や教員の専門職化 (professionalization)がテーマとなり、それま

での州政府主導の教育改革が見直され、 SBM(School-Based Management)政策に特徴的なように、

規制強化ではなくリストラクチャリングと呼ばれる学校の構造自体を改革の対象と位置づけるボ

トムアップ型の改革手法が採用された。つづく 「第三の波」とされる教育改革は、 190年代初頭

からのシステム・レベルの改革で、それまで、学区中心の地方分権的だ、った教育行政に対し、連邦

政府が州政府を通して結果責任を求める形で分入するようになったJ1 5ことを特徴にする。州問

をまたいだ(換言すれば合衆国レベノレで、の)各種スタンダードの開発が進められ、そのスタンダ

ードに準拠した評価制度の構築を推し進める動き、すなわち、アメリカの児童生徒として獲得す

べき学習内容のスタンダードを設定し、そのスタンダードの到達度を基に教育責任を問うアカウ

ンタピリティ制度の構築が目指されてきた 160

さて、これらの教育改革の性質を理解しようとするとき、これらの動向を基礎づけている「価

値 (values)Jに自を向けることは、非常に重要である。というのも、価値は公教育における土台

(foundation) であり 学校改革における規準 (criteria)だからである 170 ただし、それらの

価値として何を措定するのかについては若干論争的である。例えば、 j平井 (1998) はカリフオル

ニア州教育局が刊行した 1976年の文書を参照しつつ、①選択 (choice) ないし自由(liberty)、

②能率 (efficiency)、③公正 (equity)、④質 (quality)をアメリカの教育政策をめぐる基本的

価値とし、「新たな学校・学区・州・連邦政府間関係のなかで、これらの諸価値をいかにバランス

-50-



照屋朔大:アメリカにおける「学区を基盤にした学校改善」の考え方と実践

よく総合的に追求していくかJとしづ課題認識があることを指摘している 18。また、 Kowalski

(2013)は、教育政策が次にあげる 8つの価値の絶え間ない相互交流 (constantinterplay)の

成果を基盤にしてきたことを指摘している。 8つの価値とは、①自由、②公正、③適切性(adequacy)、

④卓越 (excellence)、⑤能率、⑤友愛 (fraternity)、⑦経済成長 (economicdevelopment)で

ある 190 さらに、 Sergiovanniら (2009)は、公正、能率、選択、卓越の価値が、アメリカの公

教育をめぐっては伝統的に常に緊張状態 (constantstate of tension)におかれており、どれか

一つの価値を強制することによって、他の佃i値が追いやられるとしづ状況が生み出されてきたと

指摘している 200 しかしながら、これらの価値のいずれか一つが教育改革を推し進めることは不

可能であり、学校改革の実現にむけて、「卓越もしくは公正21と、他の 2つの価値を組み合わせ

る」ことが、「教育政策としての信頼性と強さを兼ね備えることができると考えられてJきたとし

ている。それを図示したのが、図 lである 220

卓越

「卓越一能率」モデル

パフォーマンス向上の強制

(Mandate changes in performance) 

「卓越寸勤ミ」モデ、ル

学校を変えるために市場をエンパワーする

(Empower markets to change schools) 

ムトペ~ヲ
月E::q:立 選択

「公正一能率」モデル

状況改善の強制

「公正寸翠択」モデル

学校再生のために教師や親をエンパワーする

(Mandate changes in conditions) (Empower teacher and parents to revive 

schools) 

公正

図1 教育政策をめぐる価値と組合せによる学校改革ストラテジーの違い

(出典)Sergiovanni， T. J. et. a1. (2009)をもと筆者作成

!翠 1を参照すると、価値の組み合わせによって、採択される学校改革ストラテジーの焦点も変

化することが理解できょう。つまり、「卓越一選択」モデ、ノレ~こおいては、判交を変革するために市

場モデルが採用され、「卓越 能率」モデルで、は、学力ノミフォーマンスの向上が公的な強制力によ

って目指されるようになる。さらに、「公正一能率」モデ、ルで、は、教育を取り巻く状況の変革が求

められ、「公正寸翠択」モデ、ルで、は学校をよみがえらせるために、教師や親をエンパワーする戦略

が採用されるというのである。

小松 (2003)は、アメリカ公教育の歴史をこの価値という観点から整理した場合、教育政治に

おける価値が次のように配分・決定されてきたことを明らかにしている。公正 (19世紀:コモン

1
1よ
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スクーノレの普及)→能率 (20世紀前半:都市部の公立学校の管理運営紙織における教育官僚性の

構築)→卓越 (20 世紀後半:~危機に立つ国家』の公表とその後の改革(第 1 の波))→選択 (90

年代以降:学校選択の自由化)。その上で I選択の価値が称揚され公教育が私的善 (private good) 

として見なされるようになればなるほど、その対極にある公立学校の歴史的任務としての共通善

あるいは公共善 (publicgood)の醸成についての関心が高まってきている」と、近年の教育史研

究をレビューしている 230 このような指摘は、現在のアメリカにおける教育長や教育委員の多く

が、「集権化と分権化の観点から、自由(個別学校、教師、親への権限委譲)と公正(平等な教育

機会を学区全体にわたって合理的に保障する)の適当なノ《ランスを確保しようとしている」とい

うiくowalskiによる指摘とも共通する 240 その点において、現在のアメりカでは「公正一選択(も

しくは自由)Jモデル(図の第4象限)を基調とした教育政策が展開されていると盟挽平できる。

(2)州教曹アカウンタピリティ制度の見直し

このような教育政策の価値をめぐる変化は、「第三の波jにおいて重視される教育アカウンタビ

リティ制度のあり方についても、その見直しを図るもの~;こなっている。

例えば、全米各州、iの教育長をメンバーとする州教育長協議会 (Councilof Chief State School 

Officers : CCSSO)は、 2011年 6月に「次世代の川教育アカウンタビリティ制度 (Next-Generation 

State Accountability System、以下Nextシステムと表記)Jと題する提言を行っている 250 同

提言は、 NCLB法の規定を基盤に整備されてきた現行の教育アカウンタビリティ制度が抱える問題

点として、①トップダウンで強制される、一発勝負の標準テストが評価の中心に据えられている、

②学区、字ヰ交に対して挑戦的な要求を提示し、その結果に対して賞罰を与えることが連~:日政府や

州政府の仕事になっている、③連邦ならびに州政府が、 J判交や学校、教師に対して一方的にその

結果責任を問う構造になっていることを指摘しながら、これらの問題点を克服するような新たな

枠組みに基づいた教育アカウンタビリティ制度 (Nextシステム)が兼ね備えるべき特徴を表 1の

ような 12の観点で比較説明している 260 その中でも特に着目すべき特徴として、以下の三点を

確認しておきたい。

第ーは、評価の意図である。現行システムでは、学校や学区を学習到達度に応じて合格/不合格

の選別をすることに注力している。それに対して Nextシステムは、毎年の評価結果が診断的評価

と連結することにより、学校や学区の継続的なパフォーマンス向上に有意味であることを企図し

ている。いわば、あらかじめ設定されている基準に到達したか否かという「達成 (achievement)J 

を評価するのではなく、どれだけ指針亮的にパフォーマンスを改善しつづけることができているか

という「成長 (growth)Jを評価するシステムへの転換である。

第二は、改善の対象となる学校・学区の捉え方である。現行システムでは、成果の上がってい

ない学校 (lowperforming schools) は制裁 (sanction) の対象として見なされることが指摘さ

れてきたが 27、Nextシステムは、それらの学校をむしろ積極的に支援 (support) の対象として

つム
「
円
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位置づけ、加えて「目標達成に大きな後れを取っている学校・学区から現在目標を達成している

学校・学長まで、すべてのレベルで成長と達成が達成できるようなインセンティブをt間共する」

というように、全ての学校・学区を改善支援の対象に位置づけている。

第三に、学区の能力への着自である。現行のシステムでは、川|と学校間関係が主となってしま

い、学区が果たすべき役割について考慮されてこなかった。しかし、 Nextシステムでは、学校を

支援し、それらがアカウンタブルであるために、学区の能力開発の重要性を指摘している。

表 1 アカウンタビリティ制度の特徴の違い

現行の教育アカウンタビリティ制度の特徴 Nextシステムの特徴

生徒の「習熟 (proficiency)Jに焦点を当てて 高校卒業時点において、大学入学や就業への

し1るものの、州を越えた明快さや-貰性はな 準備 (collegeand career readiness)がで
1 

し¥0 きているという、最低限かっ明確な自標に焦

点化する。

全ての判断は、生徒が期待される「習熟Jをi前 大学入学や就業への準備が整うように、もし

たしているかどうかと結び付けられ、改善の状 くはそれを越えるように、生徒の継続的かっ
2 

況が「習熟Jに向かっているのか、それともそ 有意な成長を助長する。

れを上回るものであるのかが考慮されない。

生徒の学習到達度の測定と公表のみが強調さ 生徒の学習到達度を最大限改善するために必

れ、その他の要素については大抵排除されてし 要不可欠な行動や支援、介入と強固に結びつ
3 

まう。 けるためには何が測定され、公表されるべき

かを理解している。

学校や学区に対して、「合格Jか「不合格Jと 年ごとの評価結果が学校や学区のパフォーマ

し1う証 (label) を与えるだけで、それが市民 ンスを後押しするのに明確かっ有意味な診断
4 

への公表や改善フ。ロセスにとって意味のある 的評価と連結している。

ものになっていなし ¥0

システムの諸要素が意図的に互いに関連図け システムの諸要素が意図的に関連づけられて

られていない。(目標 (goal)-測定(ll1easures) いるため、より大きな効果と資源の効率性を
リ「

一評価結果 (deterll1ination)-支援 (support) 得2ることができる。

の関連性が見られなしす

「合格Ji不合格j の境界(ll1argins)にあると 目標達成に大きな後れを取っている学校・学

判断される学校や学区にして改善を奨励する 区から現在目標を達成している判交・学区ま
6 

傾向がある。 で、すべてのレベルで、成長と達成が達成でき

るようなインセンティブを提供する。
白血ーーし一一一

っ、υ
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「政策 2320(Policy2320)jを採択し、 NCLB法の要請に対応する教育アカウンタビリティ制度と

アメリカおける伝統的な学オ交評価の取り組みであるアクレデ、ィテーションの取り組みを意識的に

結びつけた制度 (alignaccountability and accreditation systern)の導入を進めている。この

システムの特徴は、アカウンタビリティ=判交lこ期待されてし¥る内容 (what's expected of 

schools) を基盤にしつつ、アクレディテーション二学校の格付け (therating of schools)が

実施され、その格付けの適切性と更なる改善に向けた支援を、年次報告書 (annualreport)と4

年に一度実施される周期的な訪問評価 (cyclicalreview) を通じて実現しようとする点にある。

各学校はその結果を踏まえ、継続的に改善実践に取り組まなければならない310

表 2 ウエストヴァージニア州における学校評価システムの変遷

ステーン 特徴

第 1ステージ 学校評価 (schoolaccreditation)の実施は任意、インプット要件を重視し

("'-'1983/84年) ていた時期、実施主体は北中部協会 (NCA)

第 2ステージ 学校評価が義務化/川教育局 (Departrnentof Education)が実施/インプッ

(1984 年~) ト要件を重視

第3ステージ 学校評価は義務/OEPAが実施/主としてインフ。ット要件を評価

(1 998 年~)

第4ステージ 生徒の学習成果 (studentoutcomes)により焦点化した学校評価の実施/訪

(2007 年~) 問評価は成果の上がっていない学校 (lowperforrning schools)に限定

第5ステージ 評価格付け (accreditation rating) が生徒の学習到達度を基に A~F で示さ

(2013-14年"，-，) れ、継続的な学校改善を促進するため、全ての学校を対象に訪問評価を実施

する。

OEPAでの収集資料をもとに筆者作成

ウエストヴァージニア川!における取り組みについては、先に検討した Nextシステムと同様、①

成果の上がっていない学校だけを対象にするのではなく全ての学校が訪問評価 (on-site review) 

をはじめとする改善施策の対象になる、②改善のR:断完性に着目しているといった特徴を指摘する

ことができる。加えて、もう一点特徴的なことは、学区当局も管轄する学校の状況に応じて、評

価されるという点である。教育委員会規則32によると、学区当局も管轄する各学校の格付けの程

度に応じて、完全承認 (FullApproval)、一時的な承認 (TernporaryApproval)、条件付き承認

(Conditional Approval)、不承認 (Nonapproval)の4段階に格付けされることになる。すなわ

ち、学校改善に向けた学校への支援の効果性が評価の対象として位置づけられている。
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以上、アメリカにおける教育改革の基調と教育アカウンタビジティ制度に求められる要件の変

化を検討してきた。 90年代以降のスタンダードやアカウンタビリティを鮒坑念として展開する

「第三の波j と称される教育改革が進展する過程において、その政策基調が、個々の学校に対し

て児童生徒の学習到達度(パフォーマンス)向上の成果に応じて報奨と制裁を行うという「卓越

一能率jモデルから、学|玄全体にわたる平等な教育機会の保障という「公正一選択(または自由)J 

モデノレへと転換してきたことを確認した。これは公教育を再度、共通の利益 (publicgood) に属

するものへと位置づけ直す試みとして捉えられよう。その具体が、ウエストヴァージニア州にお

ける個別学校ないし「成果の上がらない判交j を基礎単位・対象にした学校改善ではなく、地方

学区を基礎単位に全ての学校(あるいは学区全体)を対象にした学校改善に向けた教育アカウン

タビリティ制度への変更に表れている。

では、学区を基礎単位とする学校改善論はし 1かなる特徴をもつのか。 以下では、アメリカにお

ける「効果的な学区j論、すなわち学区を学校改善の単位と位置づけ、また学i玄全体の改善を実

現する十郎、手 (changeagent) とした研究群の展開過程について検言すする。

3. r効果的な学区J論の展開過濯

堀 (2010a，2010b) は、アメリカにおける学区単位の学校改善について論じた研究群を「効果

的な学区」論 (effective district research) として位置づけ、上記のアメリカにおける改革動

向の中で、その論点が変化してきたことを体系的に整理している。それによると、学校改善にお

ける地方学区の役割・機能に関する研:究関心・研究知見は、表3のように変化してきたという 330

Supovitz (2006)が指摘するように、 20世紀における地方学区の主たる役割は、あくまでも地

方教育システムにおけるマネジャーとしての役割で、あった340 そのため期待される職務も、教授

学習といった教育ーとの課題で、はなく、学校の管理運営に責任を負うもので、あった(i効果的な学区j

論の無関心期)。しかしながら、『危機に立つ国家~ (1983年)を契機に、学校の教育成果へと注

目が集まるにつれて、学校のみならず学区の役害1]1こもその注目が集まることとなり、教育的課題

にコミットする学区としづ研究関心が高まっていった(i効果的な学区」論の萌芽期)。その後、

第二の波と呼ばれる改革が展開する中で学校への分権化 (SBM)が進められ、また川|政府による教

育アカウンタピリティ制度が構築される中で、教育政策の実施過程における学区の位置づけは非

常にあいまいなものとなり、学校改善のアクターから学区が排除される素地が形成されることに

なる(i効果的な学区j論の停滞期)。

ところが、これらの政策の展開が、政策実施過程における学区の役割を再認識させる契機とな

る。例えば、ある小学校長は、教職員、生徒、保護者、地域社会のすべてに関わっている現在の

学校経営上の問題を解決するための「大きな見取り図 (bigpicture) Jを発見することが困難な

状況にあることを明らかにしている 350 また、 SBMを採用しても成果を挙げることのできた学校

と成果が改善しない学校が存在するとしづ現実が明らかになるにつれて、自律的学校経営 (SBM)

円

h
U

に
lu



照屋朔大:アメリカにおける「学区を基盤にした学校改善」の考え方と実践

と個々の学校が有する紅闘能力 (organizationalcapaci ty) との関係、端的には、組綿能力にお

ける学校間格差の問題に注目が集まるようになった360 つまり、 SBMに代表される 1980年代後半

以詳の学校への分権改革の展開は、学校経営の実践者に新たな職務環境、学校経営上の課題を突

きつけたのだ、が、彼らの多くはそのような変化の中で、し 1かに改善に取り組むべきかを想像でき

ないでいたので、ある 370

表3 I効果的な学医」論の展開過程とその特徴

時期 特徴

学校改善に対する無関心期

-伝統的に学区は教育行政サービスの担い手として重要な役割を果たしてきた。

80年代 -しかしながら、学校改善との関係に焦点が置かれることは少なく、授業の改善との

前半 つながりよりも、学校の管理運営に関する関心がii}f究上はほとんどである。

-現実問題として、教育実践を支援するシステムそのものを欠いている学医が大部分。

「効果的な学区」論の萌芽期

80年代 . I効果的な字佼」研究に触発されるかたちで、学力形成に対する学区の役割に着目

半ば する研:究が散見されるようになる。

-判交は学区とし¥うより大きな組織体の一部とし、う事実への着目。学校の特性が学区

80 年代 の持つ文化やエートスとは無関係でないことが明らかにされてきた。

後半 -校長のりーダーシップに関心を寄せていた研究者が、教育長職へと関心を寄せるよ

うになる。

80年代 「効果的な学区」論の停滞期

後半 -州への集権化と学校への分権化の同時進行としづ政策展開が、学区を学校改善論か

ら排除する素地を形成した。

90年代 -そのような改革が進められた背景には、政策担当者の間で、学区への不信があり、

半ば そのような傾向は 1990年代の半ばまで続いた。

「効果的な学区」論の再生期

-什|の政策関与の増大が、逆にそれらの政策を学区それぞれの文脈において解釈し施

策化するという、学区の新たな役割の発見を促した。

90年代 -スタンダードを基盤とする改革の進展によって、学区もまたアカウンタビりティの

半ば 主体であることが求められるようになる。要求されているパフォーマンスが、個別の

学校だけでは到底対応できない内容を含んでいたためである(人種や貧困に起因する

00年代 学力格差)。

-一方で、 SBMに対しても、学校の自律性を高めれば、学校だけで改善が見込めると

しづ証拠を提出することができなかったため、学区からの支援が重要であるという関

心を醸成した。

堀 (2010a、2010b) を基に筆者作成
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以上を背景にしながら、 1990年代以降、外散策の解釈者、学校に対する札織開発の支援者を柱

とする、新たな学区に対する役割認識が進んでいったので、ある:38 (1効果的な学区」論の再生期)。

このように役割期待が変化する中で、学区には具体的にいかなるリーダーシップが求められる

ようになったのか。次節では、学区を評価対象にしたアクレデ、ィテーションの取り組みを材料に、

その内容につして検吉村る。

4. 学区に期待されるリーダーシップー評価基準に着目して

本節では、アメリカにおける地域別のアクレディテーション協会:39の一つである、ミドノレステ

イツ協会初等中等コミッション (MiddleState Association Commissions on Elementary and 

Secondary Schools : MSA-CESS)による、学区 (schoolsystem)を対象にしたアクレディテーシ

ョンの評価基準を材料に、学校改善を支援する学区のリーダーシップの内容を検討する。

ミドノレステイツ協会は、元来、中部大西洋岸 5州、I(ニューヨーク、ニュージャージー、ペンシ

ルベニア、デラウェア、メリーランド)とコロンビア特別区、プエルトリコ、ヴァージン諸島を

管轄とする協会で、あったが、現在では国外 90か国(アジア、アフリ力、ヨーロッパ、カナダ、チ

リ等)も含め、計3，000近くの判交、学区、教育機関を対象にアクレデ、ィテーションを実施して

いる 400 1887年に設立された当初は高等教育機関を主たる評価対象としていたが、 1975年には

初等教育段階にまでその対象を拡大した。現在ミド、ルステイツ協会には、学校段階に応じて、中

等後教育機関を対象にした高等教育コミッション (TheCommission on Higher Education)、ミド

ノレスクーノレや中等学校、職業技術学校 (vocationaltechnical school)を対象にした中等教育コ

ミッション (TheCommission on Secondary Schools)、ミドルスクール、初等学校、就学前教育

機関を対象とした初等教育コミッション (TheComrnission on Elementary Schools)の異なる 3

つの部門が設置されている。なお、学区を対象にしたアクレディテーションは、初等教育コミッ

ション、中等教育コミッションの双方から受けることになる 410 

MSA-CESSによる学区を対象としたアクレディテーションは、 2009年に基準が採択 (2010年に

修正)されたことからわかるように、まだ緒についたばかりの取り組みと言ってよい。そこで用

いられている基準 (Standards)と指標 (Indicators)は、表4および表 5のようである。各基準

の下lこ設定されている指標は、基準の内容をより詳細に説明し、基準を満たす上で学区が実施し

た方がよい方策を示している 420 アクレディットされるために、基準を満たすことは必須事項に

なるのだが、指標については各学校・学区の状況に応じてどの程度採用するのかについては可変

的であることが認められている。
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表4 MSA-CESSが設定する学区を対象にした評価基準とそのポイント

基盤的基準 基準のポイント

哲学/ミッション 学区は、教育フ。ログラムに関する一般的または特定の目的を伝える

(Philosophy/Mission) ため、教育の質に対する期待を表明するため、長期計画と同様に日々

の管理運営上および教育 i二の意思決定の基礎を提供するために、明

文化された哲学/ミッションを持っている。

ガ?パナンスとリーダーシ 学区のリーダーたちは、教J受学習に向けた生産的な環境と、ステイ

ップ (Governancean クホルダーとの時機を得た開かれたコミュニケーションと、日常業

Leadership) 務および、長期計画に必要なビジョンを発展させる。

成長と改善に向けた計画 計画は、学区の哲学/ミッションおよび業務計画と連携し、望まれ期

(Planning for Growth 侍されている学力ノミフォーマンスをうみ出すために、生徒の学習成

and Improvement) 果と学区の能力の継続的成長と改善に焦点化される。

財政 (Finances) 財政的資源には、学区の哲学/ミッションに示された教育の機会を提

供するのに十分な性質がある。

施設設備 (Facilities) 学区の施設設備は、安全、清潔かつよく整備されている。物理的環

境は、生徒の適切な発達や学力向上と同様に、教育フ。ログラムやサ

ーピスの提供をサポートするものである。

学区の風土と組織 学区は定期的にスタッフの業績評価を実施し、哲学/ミッションに基

(System Climate and づし、て職能開発の機会を提供する。スタップと管理職の関係は、同

Organization) 僚的かっ協働的 (collegialand collaborative)である。

運営上の基準

健康と安全 (Health and 学区、州、連邦が定める健康と安全に関する要求を守っている。そ

Safety) れらに関する施策を明文化し、実施し、定期的に見直しを図る。

教育プログラム 学区の教育フ。ログラムは、慎重に計画されよく練られたカリキュラ

(Educational Program) ムからなる。それは、適切な学習スタンダード、確かな教授法、学

習アセスメントの実践を含むものであるが、それらはすべて研究ま

たはベストプラクティスに基づくものである。

学区の効果を示すエピデ 学区は、複合的で根拠がしっかりとしていて、信頼に足る評価を通

ンス (Evidenceof School じて、生徒の学習パフォーマンスに関する定量化が可能で、観測可

System Effectiveness) 能なエピデンスを体系的に収集し、綿密に分析する。

生徒へのサービス 学区は、生徒の成長段階において適切かっ生涯にわたる成功に向け

(Student Service) た機会を最大限にするようなサービスをすべての生徒たちに提供す

るために、家族やコミュニティとのパートナーシップのもと明文化

された政策と手続きを導入する。それは体系的かっ教育プログラム

においてなくてはならないものである。

生徒の生活と活動 学区は、教育活動を補うために生徒の発達に応じた差別なく、様々

(Student Life and な活動(学習的、社会的、課内または課外活動)アクセスできる機

Student Activities) 会を提供する。

情報資源と技術 適切な情報資源と技術へのアクセスが、全ての生徒とスタッフに提

(Information Resources 供されている。

and Technology) 

MSA-CESS (2010)、8-45頁をもとに筆者が作成
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表 5 学区のリーダーシップ (schoolsystems leadership) の指標

2.12学区教育長 (Thehead of the school system)はガバナンスについてアカウンタブルであ

り、生徒の学習到達度について期待されるレベノレを達成することについて責任を負う。

2.13学区事務局はすべての学区ブoログラムと活動が適切かっ適当に計画され、指導され、設備さ

れ、正規教員が配置されることを保証する。

2 ‘ 14 学区事務局は教育開発に関する情報~=*布重している。

2.15学区事務局は守秘義務に関連して適当なガイドラインを遵守している。

2. 16学区事務局は個別の学校に対して効果的なリーダーシップ、支援と連続性(安定した学校の

リーダーシップを咋保するための後継者育成を含む)を提供している。

2. 17学区事務局はその活動の焦点を、各学校の管理職を選別し、評価し、支援することおよび学

区全体のパフォーマンスに関する計画と評価、さらに各学校が掲げる哲学/ミッションが達成

されるよう適切な資源を保証している。

2. 18学亙教育委員会 (governance)は、学区における日々の業務に関する事務局のリーダーシッ

プを弱体化させることを控えている。

2. 19学区事務局は学校管理職に対する明確に定義づけられた業績評価システムを活用している。

評価は管理職の知識と参加をもって実施される。

MSA-CESS (2010)、11頁をもとに筆者が作成

MSA-CESSが設定する基準の特徴は、学区が備えるべき働きを基盤的な側面 (Foundational) と

運営上の側面 (Operational)に分けて設定され、その下位項目として多数の指標を設けている点

に特徴がある 430 基盤的な基準は、「生徒の学びという観点から、教育プログラム、サービス、

結果の質にとって基盤的」な役割を果たしている項目を示したものであり、運営上の基準は、「生

徒に教育フOログラム、サービス、活動を間共する」とし 1う観点から設定された項目として説明さ

れている 440 つまり、前者は提供される教育活動やその成果を基礎づけ、方向づけ、枠づける要

件であり、後者は実|擦に教育活動を提供するという行為における要件が示されていると理解でき

ょう。

これらの基準および指標群が、全て具体的な行為を示す文面になっている点は重要である。そ

れは、この基準や指標が全て、学区や学校によるベストプラクティスの成果や効果的な学区が持

つ特徴といった、研究を基礎にした (research-bas ed)知見を反映させ、開発されたことが理由

になっているのであろう 45 つまり、これらの基準・指標に現在の学区に期待されるリーダーシ

ップの内容が含まれていると考えられるのである。
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5 考察

以上、アメリカにおいて学区というアクターが、学校改善の過程で再び着目されることになっ

た政策的・理論的背景と、その中で蓄積されてきた地方学区の新たな役割・リーダーシッフ。につ

いて検討してきた。これまでに明らかにしたことは次のようにまとめることができる。

第一は、現在アメリカでは、自由 (lib白川町T)や公正 (equity) といった価値が教育政策におい

て重視され、個々の学校のパフォーマンスをし、かに高めるかという I{回別的な利益 (private

good) Jではなく、地域全体のパフォーマンスを高めようとする「共通の利益 (publicgood) Jが

重視されるようになっている。これは、行き過ぎた市場主義への反動とも考えられる。なぜなら

ば、ノ¥イ・ステイクスな環境下においては、個々の学校が個別に学校改善に取り組むことい結

果として、生徒を競争的に奪い合う市場が形成される)が、近|隣持の学;校の改善善晶力を弱める可能性

があることが事例研

分の学校の生徒やイ保呆護者のためだけを考えた「個別的な利益」への対対宇応に傾注するよりも、各学

校による取り組みの影響が及ぶことになる近隣の学校の全ての生徒や保護者や教員等のことを配

慮した共通の利益の追求を考えるという、いわば地域的文脈を共有した複数の宇オ交での「最適解」

の追求こそが、学校個々にも利益をもたらすことが;p;信忍されているのである。そのことから、地

方教育行政に求められる役割として、学校聞の差異をできる限り抑え込み、学区としての統一性

の高い教育実践を確約することが主張されるようになり 47、「効果的な学区」としづ学校改善を

めぐる新たな研究領域、実践ストラテジーが形成されていったと考えられる。

第二は、改善の対象を十分な成果を示すことのできない、いわゆる「成果の上がらない学校 (low

performing schools) Jだけでなく、すべての学校を対象とする改善観が醸成されつつある。これ

までアメジカにおける学校改善の力点は、生徒のテストスコアを基にして抽出された「州の水準

を下回る生徒の学習を充実させる学校改善プロセスを開発J48することに置かれてきた。個別の

学校改善プロセスに着目した事例研究もまた、州、|テストにおける下位層が属する学校・学区を対

象とすることが多い(そのため、そのサクセスストーりーの構成要素を明らかにするという研究

課題が設定されやすくなる)。しかしながら、判交改善は、設定された基準を充足していない学校

のみが抱える課題ではない。たとえば、ウエストヴァージニア州で、の川内全校を対象にした訪問

評価の実施、 Nextシステムや MSA-CESSによるアクレディテーション基準の中でも、改善の「継

続J(continuous) としづ用語が鍵的役割を発揮していることはその証左と言えるだろう。

以上の動向を整理したのが、表 6である。アメリカでは schooladministrationとしづ概念が

本来、学校経営と教育行政の両者を包摂する概念で、あったことを冒頭で確認した。しかし、少な

くとも 80 年代以降の連~:q~ ・什|の権限強化、 SBM の進展の中で、それまで暗黙理に前提とされてき

た地方教育行政当局一学校関係は一度“解体"され、政策実施過程において学区の存在は等閑視

されることになった。その意味で近年の「効果的な学区j研究の展開は、 90年代を中心lこ席巻し

たNPM型改革、教育政策における市場・選択原理の妥当性を再度問い直すことで、今一度両者を
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ような役割が当局には求められているとしづ。①サポートとプレッシャーのバランスを持ちアド

バイスや介入を行うこと、②学校の状況把握のためのモニタリング、評価を実施し、自らの行動

計画を立てること、③その計画に基づいてコンサノレティング、ファシリテーションを行うこと、

④リー夕、ーシップを発揮し、関係者間のパートナーシップを構築することの4点である 500 それ

らに対してアメリカでは、 McLaughlin，M. and Talbert， J(2003)が改善に成功した学区に共通す

る特徴として次の 5点を明らかにしている。①改革に向けたシステムアプローチの採用、②学区

事務局レベノレで、の学習するコミュニティの形成、③教授学習についての明確な焦点化、④専門職

としての学びと授業改善を支援するスタンス、⑤データに基づいた診断とアカウンタビリティで

ある 510

以上から、地方教育行政当局が学校改善を支援する際に採用するアプローチには国を越えて多

くの共通点があることを確認することができる。その中で、アメリカにのみ見られる特徴として、

教師の専門職としての学び (professionallearning)に着目する視点を指摘することができる。

他の 2国では、地方教育行政当局による個々の学校への直接的・即時的な支援施策にその焦点が

置かれているのに対して、アメリカの「効果的な学区」では、専門職としての学びや学習するコ

ミュニティの形成といった、(先の施策に対して相対的に)間接的・長期的なアフ。ローチが併せて

採用されている。

Oarling-Hammondらは、新たなアカウンタビリティのパラダイムとして、次の 3点を頂点にし

た継続的改善が川のサポートを受けながら、各地方(学区)レベノレで、実施されることに期待を寄

せている。三点とはすなわち、子どもたちにとって意味ある学び (MeaningfulLearning)、教育

者の専門的な能力 (ProfessionalCapacity)、適切かっ適当に資源を配分するアカウンタビリテ

ィ(ResourceAccountabili ty)である 520これは、学区序回哉の進化過程を分析した、Supovitz(2006)

の指摘とも符合している。彼は 19世紀以降の学区が果たしてきた主要な役割を分析しながら、 20

世紀には管理運営組織 (ManagerialOrganization)で、あった学区が、 21世紀を前にして教育組

織 (TeachingOrganization)に進化し、それが現在「教育のための学びの組織 (Learningfor 

Teaching Organization)Jへ進化してきていると指摘している 530

ここから、現在アメリカでは、教師の専門性を向上させる機会を創造する、とりわけそれを各

学校ではなく、学区という広がりの中で実現する点に、地方学区のリー夕、ーシップの発揮が求め

られていると考えられるのである。換言すれば、学区を基盤とする学校改善を実現するための、

教委一学校、または学校聞のパートナーシップは、教師らの専門職としての学びの充実を媒介に

して実現されるものであると るのではないだろうか。

6. 残された課題

以上、アメリカにおける学区を基盤にした学校改善の考え方と実践についての検討から、地方

教育行政レベノレで、の教委 学校、学校聞のパートナーシップ構築に向けた示唆を得た。最後に、
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本研究では検討できなかった論点を示しながら、今後の課題について述べておきたい。

第一は、地方教育行政による学校支援ストラテジーの多層性の解明である。本研:究では、「成果

を挙げた学区がどのような特徴を持っていたのか」については着目したが、「そのような特徴が何

に起因するのかJ、または「学区が採用するストラテジーは、対象となる'学校の状況に応じていか

に異なるのかJについて明らかにしていなし、。低ノ〈フォーマンス校を対象にした「マイナスを 0

またはプラスに引き上げるJアプローチに留まらず、「プラス状態にある学校をさらにヲ|き上げる」

ことは、必然的に具なるアプローチを要請するものと想像される。今後は、そのようなストラテ

ジーの多層性について着目しながら、学区りーダーシップの内容を明らかにする必要がある。

第二は、学区を基盤にした学校改善を効果的に実現する適正規模の解明で、ある。現在アメリカ

には約 14，000の普通学区 (RegularDistrict)が存在するが、その数は歴史的観点からも減少傾

向にある。このような動向は学区の再組織化 (reorganization) として捉えられるが、その背景

には小規模学区が抱える課題、つまり「地域住民が期待し、必要としている教育計画や教育の機

会均等をもはや十分に提供できなくなっているJ54としづ問題があったとしづ。では、先に検討

してきた教師らの専門的学びの機会を提供し、子どもたちの豊かな学びの基礎を構築するに適正

な学区規模とはどの程度なのか。量的側面のみならず、必要なリーダーシップが発揮できる人的

側面(出国哉体制の構築)にも注目しつつ、明らかにする必要がある。

第三は学区事務局内のリーダーシップ関係の解明である。本研究では、教育長と指導主事等の

事務局スタッフをまとめて、学区事務局 (districtoffice)のリーダーシップとして検討してき

たが、実際にはそれぞれ異なる役割期待、リーダーシップの発揮が期待される閥務である。それ

ぞれの役割・リーダーシップについて検討をするとともに、学校改善のフOロセスにおいて、それ

らがどのように相互に関連し合っているのかについて明らかにする必要がある。

第四に、自律と支援をめぐるジレンマの検討である。例えば、榎 (2014)は、カリフォルニア

州オークランド学区での学区教育委員会による学校改善支援の事例分析を通じて、学校改善支援

の対象を学区内の全学校とした場合、「教育委員会が各校に与える支援の程度と内容は、個々の学

校をばらばらに対象化したままではなく、学区全体の問題や資源の有限性を考慮した上で決定さ

れる」ため、「そこには、「学校群」に配慮した上での学校の自律性支援としづ新たな論点」が惹

起され、「ある意味では学校の自律性の後退とも捉えられるJ状況があったことを指摘している 550

これは、学校の自律性とそれを支援する教育委員会としづ関係が予定調和的なものではなく、さ

らに対個別学校ではなく、学区内の全学校を対象化することによって、より一層その複雑性が高

まることを示唆するものである。政策的にパッケージ化された(自律一支援〉としづ関係性を今

一度、学校および地方教育行政の実態から捉え直し、そのようなジレンマを把握・解消するため

の理論構築と、実践的な方策の検討が必要である。

-64-



照屋朔大:アメリカにおける「学区を基盤にした学校改善」の考え方と実践

注

] t開・柳林は、分権改革の展開ともに顕在化してきた、教育委員会制度の正統性と有効性を問う

議論を廃止論、権限縮IJ ¥論、改善論に整理している。廃止論とは首長を中心とした総合行政の
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